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論 文 要 旨       

 

 

所属ゼミ   小幡 績 研究会 氏名 吉川 麻衣子 

（論文題名） 

規制産業・利益創出戦略―保険薬局市場の分析より― 

 

（内容の要旨） 

保険薬局の事業規模は近年目覚ましい拡大を遂げている。事業規模の拡大が起きている

一方で、保険薬局の企業内は非合理的である実態がある（非合理的とは、収益最大化に向

けた効率化が充分でない状態）。企業が非合理的であるにも関わらず規模拡大が可能な原

因を調べる。 

企業構造が非合理的であるにも関わらず規模拡大が可能であった理由は、経営の効率性

が最適化されていなくても黒字が維持できる産業構造にあった。これは保険薬局の収益が

規制によって担保されており、概ね黒字になるよう設計された制度に立脚したビジネスで

あったからである。よって保険薬局は規制産業である事から、非合理性の存在があるにも

関わらす規模拡大が起き得た。 

 

規制産業内の企業は規制が変化しない状態では概ね現状維持する事で企業収益は維持

される。一方で規制や制度が変更される事によって大きな影響を受ける。よって今後の保

険薬局に起き得る変化を予測し、事前に対応しておく事が今後の保険薬局市場で企業が存

続するポイントとなる。制度の変更予測に関しては、マクロ環境の現状を整理した上で、

海外の事例も参考に予想する。 

 日本の保険薬局を取り巻く市場環境の現状整理と海外事例からの変化を予想した所、各

国の制度は歴史的背景での差異が大きい。海外事例を直接反映するなど、大きな制度変更

は実行困難である。よって日本が今後制度を変更する際も、影響は一部分であり枝葉部分

に留まると考えられる。つまり企業は、将来の制度変更を勘案しても本業の合理化が重要

であり、実践する事で今後の保険薬局市場でも企業存続が継続すると考えられる。 

 

 よって保険薬局の本業の合理化におけるポイントをマニュアルとして述べる。このマニ

ュアルを実践する事が、現状の非合理性を解決する方法であり、それだけで現状の収益を

改善する事が可能である。よってマニュアルを実践する事で本業の収益最大化が可能とな

る。また制度も（枝葉部分ではあるものの）徐々に変更されるため、新しい技術や市場変

化にも先んじて対応するべきである。先んじて対応した部分は、制度変更時に先行者利益

として受諾する事が出来ると考えられる。 

 保険薬局はどの時代においても制度上に立脚しているため、本業部分から非合理性をで

きる限り排除するだけで存続が可能である。非合理性の排除に関してはマニュアルを参考

に、関係する従業員の全てが実践する事で実現が可能となる。 

 

また、その上で新しいビジネスチャンスを得られる状態にする為には、マニュアルを超

えた圧倒的な合理性を追求する事の出来る個人の存在が重要となる。圧倒的にパフォーマ

ンスの高い/有能な社員を保有する事で、待ちゼロ時間における新規顧客の確保、新規得

意先の開拓、などの実現が可能となる。これが企業の存続から、他企業と比較して差別化

が可能な要因となりえる。 
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１．研究の背景 

１－１．背景と問題意識 

日本では、江戸時代までは漢方治療が主体で、医師による薬の調剤が定着し

ていた。しかし、明治時代、西欧先進国に様々な制度を学ぶなか、すでにドイ

ツで採用されていた医薬分業に倣い制度を取り入れた。ただし、当時は薬剤師

や薬舗が不足しており引き続き医師による調剤が認められていた為、医薬分業

が実態として進むことはなかった。第二次大戦後、アメリカが日本を占領する

もとで、GHQ が日本政府に対してアメリカ流の医薬分業の実施を迫った。この

背景には薬剤師協会の働きかけがあったとされるが、日本医師会は、投薬は医

療行為であるとの声明を出し、医薬分業に反対する姿勢をとった。こうした反

対はあったが、厚生省は 1951 年（昭和 26 年）に「医薬分業法案」を提出し、

成立させた。実際には、日本医師会の反対もあり、医薬分業は1956年（昭和31

年）から実施とされたものの、収益源でもある薬価差益を手放すことを医師は

好まず、医師が薬を調剤する状況がその後も続くこととなった。 

 この医薬分業についての論点は主に下記の２つである。 

 

・医薬品を処方する権利（医師）と利益受給者（医師、薬剤師）の分離 

・医療過誤を未然に防ぐための方策（ダブルチェック） 

 

 これらの議論を背景とした政策誘導も近年、実施されてきた。大きく下記の

3 つを後押しする目的とした制度変更が行われて来ており、各年代において薬

事法（平成 26年度改正にて現「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律」（略称：医薬品医療機器等法、通称：薬機法））の改正

や、介護保険法の制定、変更などが実施された。 

 

・経営権（医科機能、薬局機能）の分離 

・医療サービス提供施設（病院、薬局）の立地を分離 

・地域に根差したサービスの提供 

 

特に 1970年代に行われた制度変更により、保険薬局として独立した事業形態

を取る事で直接的に金銭的利益を保険薬局は享受することが可能になった。

（1974年の診療報酬改定により、医師の処方箋料が前年まで６点（60円）であ

ったのが、50点（500円）に引き上げられた。） 
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この時期を境に、戦後から数十年間 10～20％を横ばいで推移していた医薬分

業率は、その後の 40 年で約 70%まで伸長した。この医薬分業により、保険薬局

の市場規模も大きく成長し、現在 6 兆円を超える産業となっている。また今

後、日本の高齢化を背景に保険薬局の市場規模は数十年間、継続して拡大する

と予想されている。 

 

一方で、高齢化を背景にした国民医療費の増加に対しては、様々な議論がな

されている。日本では社会保障の一環で国民皆保険制度を土台とした医療制度

を敷いている。これは国民全員の医療に対する支出を、主に生産年齢人口の国

民が保険料として一部負担する仕組みである。医療サービスという社会保障

を、国家単位で安定的に普及する為の互助の仕組みとして取り入れられた。こ

の制度によって戦後、日本全体の医療サービスが量と質の両面から底上げされ

た。その結果、国民の平均寿命が延び、現在日本は世界一の長寿国となってい

る。しかしながら導入時には、国民の寿命がこれほど延びる事は予想されてお

らず、また生産年齢人口についても増加の一途を辿ると考えられていた。よっ

て現在の高齢化と少子化による人口構成の変化は策定当時には想定外の事象で

あり、その変化から財源である保険料の需給バランスが取れなくなってきてい

る。その為、医療費財源の収支バランスをとる目的で、自己負担率の増加や、

保険適応範囲の縮小などの議論がなされている。 

 

 
（統計局データより作図） 

 

特に医療費全体に占める技術・サービス費用と比較して、医薬品の費用とそ

の増加割合が大きい。よって、今後医療費削減を議論する上で医薬品とその周

辺産業に対する費用削減の圧力は免れないと考えられる。この医薬品の費用削
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減圧力は、医薬品の差益が薬局における利益の源泉の一つとなっている為、薬

局側の経営という観点からも影響が大きいと考えられる。 

 

また薬局機能という部分を含み、医薬品の取扱い自体は医科施設内にもある

が、薬局機能を医科施設から切り離し、独立させた保険薬局の方が医薬品取扱

い額の伸長は顕著である。その為、今後保険薬局部分の医療費を削減する、ま

たは成長を抑制する議論がなされ、政策を用いて変更される事は容易に予測が

可能である。 

 

 
（厚生労働省[2015]「規制改革会議公開ディスカッション資料 2-2」より作図） 

 

 現在では少数派となっているものの、診療報酬で誘導しているにもかかわら

ず、院外処方を選ばず、院内処方を続ける医療機関の選択の理由も検討してお

く。 

 院内処方は院外処方と比較すると、調剤にかかる報酬が低い。一方で医療機

関が卸から医薬品を仕入れて薬価差益を多少確保できるとしてもその差益は減

少傾向にあるため、１万数千種類もの医薬品が販売されている現在、院内での

薬の在庫管理のコストなどを考えれば、院内処方は収益的には以前より格段に

メリットが小さい状況となっている。よって収益面の理由以外では、以下の要

因が考えられる。 

 第１に、薬局が少ない地域においては、医療機関が院内処方を維持せざるを

得ないという場合がある。地域によっては住民の高齢化が進んでおり、高齢者

などが遠くの薬局に行く必要があるため、患者の利便性を考え、医療機関が利

益を追わずに、善意で処方を続けている場合がある。なお、院内処方の場合、

医療機関のなかで医師自身が処方と合わせ調剤している場合と、医療機関のな

かの薬剤師が調剤している場合がある。後者の場合は組織内の適切なガバナン
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スの下で相互に機能を果たしていれば問題はないが、前者の場合、地域によっ

ては薬剤師不足などでやむを得ない場合があるとしても、相互チェック機能が

果たされていない問題点はある。 

 第２に、治療の観点から院内処方を維持し続けているところも少なくない。

こうした病院は、院内処方とすることによって、院内の医師と薬剤師が連携し

て患者の病名や症状を確認し合ってチーム医療体制がとれるため、病院として

データを継続的に集め、患者の治療や臨床研究に生かしやすいという考えのも

とで院内処方を続けている。そもそも、入院患者の場合は、院内調剤を医師と

薬剤師のチーム医療で実現しているのであり、外来患者の場合のみ院内調剤が

問題となるということではないように考えられる。とくに大病院の場合は難病

の患者が多く、薬が非常に特殊で街中の薬局で入手困難な場合もあり、また副

作用や薬の効き具合などを継続的にフォローする必要があると考えて、院内処

方を維持している場合もある。 

 このように、現在も院内処方を続けている医療機関も一部存在し、収益的側

面というよりも、善意または医師としての独自の考えから、これを維持してい

る医療機関も存在する。 

 

 しかしながら市場全体としては、医薬分業が後押しした事によって直近十数

年で保険薬局は市場規模を拡大し、参入プレーヤーも一気に増加した。またこ

の市場規模自体は今後も数十年は高齢化を背景に拡大すると考えられる。しか

しながら、医療費の削減を目的とした制度設計を含めて大きな変更や変革は起

きると考えられる。大幅な変革が起きた際には、現状の保険薬局では生存でき

ないプレーヤーも出てくると考えられ、予測可能な変化に対応していない現状

に対して問題意識がある。 

 その為、大きな変革にも耐え得る最適モデルを作成することで今後の予測に

対応可能な事業形態を検討する。また、最適モデルの保険薬局を大きな環境変

化前に実現しておくことで、環境変化が起きた際にその他プレーヤーに対して

様々な方法でそのノウハウを提供する事が可能であると考えられる。 

 

１－２．先行研究 

 地域包括ケアシステムにおける保険薬局のビジネスモデル（2013） 

 保険薬局における予防医療を含む「かかりつけ薬局」としての医療活動の実

態とその地域差（2008） 
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２．研究の目的・意義 

 現在、日本の保険薬局市場には様々なプレーヤーが存在する。また各プレー

ヤーの経営状況を他産業と比較すると、概ね安定収益を確保していると考えら

れる。これは保険薬局自体が規制産業であり、保険点数で売上高が決まるな

ど、医療制度に守られた上で成立している事業体である事が主な原因であると

考えられる。しかしながら各プレーヤーの企業規模には様々あり、近年では他

産業からの参入なども散見される。 

その中で、どの様な条件を満たせば企業として成功する可能性が高いのかは

明確になっていない。またその方法論などについて言及されている報告はな

い。更に、今後起き得る様々な環境変化に現状のモデルで対応できるのかの検

討がなされた報告はない。 

よって本研究にて、保険薬局市場における成功要因について仮説と検証を行

い、結論を導き出す。その結論を元に、保険薬局事業としての最適化モデルを

提案する。 

 

 
３．研究の方法 

 規制産業の一つである保険薬局市場のビジネスにおいて取るべき戦略を検討

する。現在の保険薬局市場における情報を整理した上で分析し、評価する。 

 

 まずは現状の保険薬局における市場構造がどういったものであるのかを調査

する。また市場の歴史的経緯を確認する。今までにどういった変化があり、そ

の変化に対して政策の変更、プレーヤーの動きなどを確認する。これらは現在

記録のある資料を元に確認する。また他産業を含めたケース等を用いた調査に

より、事業体の規模拡大/成功する要因を探る。更に、将来の人口構成変化な

どのマクロ環境変化の予測について、各種報告などを参考に確認する。導き出

された現状の薬局の状況に関し、とるべき戦略を提案する。 

更に将来の薬局市場を予測し、将来市場に向けて各企業がとるべき戦略を提

案する。 
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４．研究の分析と結果 

４－１．現状の整理 

 現在の情報をマクロ環境、業界、企業のそれぞれにおいて整理する。また日

本の将来展望について変化を予測する為、海外の医療制度と保険薬局に相当す

る業界の現状も併せて整理する。 

 

４－１－１．マクロ環境 

 日本は第 2 次世界大戦後に出生率の増加、若年死亡率の低下を背景に人口が

増加してきた。人口増加と同時に平均寿命が延長した事により、人口対比での

高齢者割合が増加し、これが高齢化の発端となっている。近年では出生数の減

少により人口増加が 2010年で頭打ちとなっている一方で、平均寿命の延長は継

続しているため、高齢化率は上昇の一途を辿っている。高齢化人口の増加はこ

の後も継続し続ける。高齢化率の指標である 65 歳以上人口については 2045 年

まで増加が見込まれ、その後 2060 年までは 75 歳以上人口は増加が見込まれて

いる。 

 

 
（統計局データより作図） 

 

日本における国民全体医療費は平成 26 年時点で総額が 40 兆円超となってい

る。その使用実態は高齢になる程各個人に必要となる医療費が増加する為、国

民医療費は 65歳以上人口が総額の約半数相当の金額を消費している。 
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（統計局データより作図） 

 

医療費の各科目別消費割合は、概ね医科 75%、歯科 7%、調剤 18%で推移して

いる。この消費科目の構成割合は、医薬分業の以前と変化していない。 

 

 
（厚生労働省保険局発表資料（2017）より作図） 

 

医療費の推移（兆円） 総計 医科 歯科 調剤

平成22年度 36.6 30.5 2.6 6.1

平成23年度 37.8 31.1 2.7 6.6

平成24年度 38.4 31.7 2.7 6.6

平成25年度 39.3 32.1 2.7 7

平成26年度 40 32.6 2.8 7.2
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（厚生労働省保険局発表資料（2017）より作図） 

 

よって、高齢者の人口が増加する間は、国民医療費総額は増加すると考えられ

る。また、その中の構成割合が同一の場合、調剤に当たる科目の消費額も増加

が継続すると考えられる。 

 

４－１－２．保険薬局業界 

 医療の提供は医師が患者を診察し、疾患を診断し、治療をする。薬の処方は

治療の一環で行われ、薬剤の処方と服薬による治療効果を期待して行われる。

前述の通り、医師が処方と薬剤の提供までを一貫して行うことは倫理的に問題

があるとされており、医薬分業が推し進められてきた。 

 倫理的に問題があるという理由で業界での推奨はされており、国家取り組み

としての政策誘導は 1870年代から実施されていた。しかし医師及び薬剤師に医

薬分業を進めるインセンティブは現実的にはあまり強くなく、医師は院内処方

箋を使用する事で薬価差益を得られることから、実際の医薬分業はそこまで一

般的ではなかった。また医師は処方権に併せて調剤権も持つため、薬剤師不在

で処方が実施できることから、過剰な人件費と掛ける必要もなく、実務でも特

に院内処方箋を維持する事で困る事がなかった為、医薬分業は実践されること

が少なった。 

しかしマクロ環境変化による人口増大、高齢化率の上昇を背景に国民医療費

の増大が国家としての国家財源を圧迫する費用割合が増大し、影響力が増して

きた。よって政策誘導として、緩やかな医薬分業に対する推奨から、制度変更

によって医薬分業を直接的に推し進めるインセンティブを与える必要が出てき

た。制度設計による直接のインセンティブを与える変更は 1974年の診療報酬の

改定で実施され、医師は院外処方箋を発行した方が収入は高くなるように診療

報酬が設計された。 
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 制度変更を受け、保険薬局業界の市場は 1970 年～2010 年の約 40 年間で急成

長した。結果、1970 年時点でほぼゼロだった医薬分業率 2015 年時点で 67.0％

となった。保険薬局の店舗実数で約 5万 7000軒である。店舗数の増加と共に保

険薬局市場が拡大し、現在約 7兆円の市場規模である。 

 

保険薬局は店舗数増大と共に、単店舗経営、中小規模のチェーン経営だけで

なく、全国区の大手薬局企業が出現し、上場企業も存在する。 

前述の通り平成 28年現在、保険薬局市場は売上高で総額 7兆円市場である。そ

の中に上場企業は約 20 社ある（合併など変動あり）。総店舗数が日本全国で約

5 万 7000 軒あるうち、上場企業 20 社で店舗数の 30％を保有している。残り

70％の店舗は中小規模の企業が占めている 

 

 
（M&A キャピタルパートナーズより抜粋） 
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４－１－３．他業界との比較 

 直近 40年で市場が新しく立ち上がり、急拡大し、同様の市場規模がある業界

として、コンビニ業界と比較する。 

 

コンビニ業界は 2016 年時点において、市場規模が約 10 兆円、店舗数は全国

で約 54,400 店ある。保険薬局業界は 2016 年時点において、市場規模が約 7 兆

円、店舗数は全国で約 57,000店ある。 

両業界に共通する規模拡大のポイントは店舗の新規展開と不採算店舗の閉店

である。業界内における企業の規模は店舗保有数とほぼ同様になり、市場拡大

による業界内競争が起きると新規出店と不採算店舗の閉店は加速する。店舗数

の拡大により市場全体の規模は拡大するが、市場が日本である場合、新規出店

にも地域的に上限がある。新規出店が地域的限界の上限に達する事で、市場は

寡占化に向かい、企業同士の買収合併が加速する。市場に自由競争が働く場

合、概ねこの流れで業界が変化する。 

 

 実際、市場規模の拡大と共にコンビニ業界では買収合併が相次ぎ、2016 年現

在では上場 4 企業の上位 4 社で店舗シェア約９０％を占めている。これはコン

ビニ業界で自由競争が起き、40年で業界が成熟し、寡占化したと考えられる。 

 

 一方で保険薬局業界に置いて、企業規模の拡大方法はコンビニ業界同様、新

規店舗の出店と不採算店舗の閉鎖である。しかしながら業界内に上場企業が存

在する一方で、上場企業 21 社を全て合算しても市場における店舗シェアは３

０％にとどまっている。これは保険薬局業界の現状が寡占化しているとは言い

難い。店舗数の増加による市場規模の拡大は起きている事が確認されているた

め、市場の成長はなされているが、寡占化はしていないと言える状態であると

考えられる。 
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４－１－４．企業 

４－１－４－１．保険薬局 

日本は国民皆保険制度によって、すべての国民が保険診療を受けることがで

きる。その保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い、調剤を行う薬局のこ

とを「保険薬局」という。（日本薬剤師会 HPより抜粋） 

 

 医師が処方権を持っており、その権限の下で発行された院外処方箋を保険薬

局は受諾する。保険薬局は受諾した処方箋に従って監査を行い、薬剤師の調剤

権に基づいて調剤を実施し、服薬指導などの医療サービスを併せて提供する。 

各患者単体での売り上げは主に医薬品の物販と、医療情報提供などの医療サ

ービスの提供から成り立っている。 

 

 
 

 店舗単体での利益についてまとめる。全国の薬局処方箋枚数/店舗数、1 か月
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の営業日数を 21日とした場合、1店舗当たりの平均処方箋枚数は 60枚である。

また調剤報酬である調剤技術料、指導管理料、薬剤料、特定医療材料料は処方

箋 1枚当たりの業界平均値［厚生労働省、平成 27年度］を参考とした。また人

件費は処方箋枚数に応じ、薬剤師法の規定に沿った薬剤師員数を採用した。 

 

（薬局の薬剤師の員数）  

 第一条 薬事法 （以下「法」という。）第五条第二号 の規定に基づく厚生労

働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、そ

の薬局における一日平均取扱処方せん数が四十までは一とし、それ以上四十又

はその端数を増すごとに一を加えた数とする。 

２ 前項の一日平均取扱処方せん数は、前年における総取扱処方せん数（前年

において取り扱った眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ

三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。）を

前年において業務を行った日数で除して得た数とする。ただし、前年において

業務を行った期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によ

るものとする。（薬剤師法より抜粋） 

 

薬剤師以外の事務員数は 1名とし、各月給は薬剤師 50万円/月、事務員 30万

円/月とした。店舗賃借料は 50－60万円/月、設備費は 10 万円/月とした。 

損益分岐点が処方箋 45枚/月となっており、処方箋枚数が 45枚を超えた場合は

黒字となる。 

 

 

 

45枚/月以下の場合は人件費と薬剤料の調整が必要であり、45枚/月以上の場

合の利益額は上昇する。しかしながら前述のとおり、処方箋枚数の増加ととも

に設置すべき薬剤師員数も増加する為、利益率は一定幅に収まる。また処方箋

枚数はその保険薬局にアクセスする患者数とほぼ同一のため、距離的分散から

1店舗で応需が可能な処方箋枚数には上限があると考えられる。 
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４－１－４－２．分析結果 

保険薬局の売上高は前述の通り処方箋を受諾し、医療サービスと医薬品の物

販で成立している。よって売上高は処方箋の応需枚数が増加するほど、高くな

ると考えられる。また売上高の増加によって売上高固定比率の逓減が起きる

為、利益率は処方箋応需枚数の増加によってある程度増加する。 

 

 
 

一方で保険薬局の取引を保険利用前提で考えた場合、その中身である医療サ

ービスは調剤報酬制度、医薬品の物販は法定薬価での算定である為、処方箋応

需枚数を増加させる以外に個々の店舗間で利益率に圧倒的な差異を出す事は現

実的に難しい。また個々の店舗においても、人の行動範囲の限界がその店舗に

おける処方箋応需枚数の限界と一致する。この側面からも、個々の店舗として

利益率を上げる事が出来ても、圧倒的に利益率を高く維持する事自体は実現困

難だと考えられる。 

 

また中小規模の薬局の場合は前述の通りとなり、複数店舗を保有している企

業においてはある程度のコスト部分について逓減が可能であるが、実際はコス

トベネフィットが圧倒的にあるとは言い難い。このコスト低減については現在

主に、医薬品の仕入れ値値引き率（調達コスト）の上昇と、店舗間で人材を共

有することで人件費の低減が実施されている。 

しかしながらこれらの店舗拡大によるコストベネフィットは、店舗数を拡大す

る事で利益率の上昇には相関していない。 

 以下、上場企業 21社及び非上場 14社の直近 10年間の数字をパネルにする事

で各種数値に相関が認められるか、若しくは認められないかを確認した。 
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・売上高と利益率に相関は認められなかった。 

・従業員数と利益額に相関は認められた。 

・上場、未上場で利益率（税引き後利益率）に相関は認められなかった。 

 

４－１－４－３．結果からの考察 

・保険薬局の利益率はある一定幅で推移する。 

・利益率の幅は上場、未上場に関係はない。 

・企業母体の大きさは利益額と相関する。 

 

４－１－５．考察 

４－１－５－１．日本の市場環境から推察されること 

65 歳以上人口の増加及び 75 歳以上人口の増加が継続する事は、すなわち国

民医療費の増大が継続する事となる。よって今後も 2060年までは国民医療費が

増加することになる。 

医科施設数/病床数の増加が微増に止まっているにも関わらず、医薬分業率

が数％→約 70％に変化しているという事は、保険薬局市場のみが拡大した事を

証明している。また医薬分業率は今後も上昇が継続すると考えられる。また市

場規模は高齢化による消費薬剤費の拡大が予測されることで、保険薬局市場は

残る新規出店と併せて、更なる拡大が予測される。しかしながら日本の地理や

地域性を考えると、離島、過疎地などで医薬分業が現実的に困難な場所もある

事から、現実的な医薬分業率は 80％がピークだと考えられる。 

 

 日本の保険薬局の収支については、各店舗単位は概ね黒字化されている。ま
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た、各店舗が黒字化している事により、複数店舗を保有している中小規模の企

業も経営は黒字化している。一方で店舗の新規出店や買収などを実施し、企業

規模が更に拡大した場合、その利益率は一定幅にとどまっており、現状では中

小規模及び大規模での企業間での利益率に差異（相関）は見られない。これに

より現状、規模の経済が圧倒的に効いている業界ではない事が分かる。しかし

ながら全く規模の経済が期待できない訳ではない。現在行われているチェーン

化による人件費の低減など地域単位でのコストベネフィットの増大に加え、全

国チェーンになる事によるバイイングパワーの増大が予測される。これによ

り、規模の経済の効果は今後更に増すものであると考えられる。 

 

 また企業としての拡大を実施する際、例外的に採算の取れない赤字店舗を保

有する事もある。不採算店に関しては現状、閉店する事で対応している。これ

は一般的な企業における店舗拡大と同様の方針であり、スクラップアンドビル

ドのビジネスであると言える。しかしながら保険薬局において、「スクラッ

プ」の印象がない。これは全体における赤字の店舗数が他業種と比較して圧倒

的に少ないという点と、保険薬局が医療施設である事から閉店に対して倫理的

に問題があると考えられている点が主な原因ある。 

実際は、医療の利便性が圧倒的に損なわれるような事は回避しながら、閉店は

実施されている。保険薬局の医療提供に対する受益者は患者であり、その患者

を周辺の医療施設への紹介する事や、医科施設への協力を促すなどの取り組み

実施する事で医療の公衆性を保ちながら、結果的に不採算店舗は閉店を実施し

ている。 

 

４－１－５－２．日本市場の将来予測 

今後の日本に起き得る変化について考察する。日本国内では人口動態が変化

する。医療サービスを受諾する患者背景は高齢である程多くなる。よって人口

動態が変化しても 65歳以上人口が増加する事で、今後も医療費は増大し、医療

サービスを提供する企業にとっての市場は拡大すると考えられ、保険薬局にお

ける事業規模も拡大すると考えられる。保険薬局事業の市場規模拡大は医薬分

業率の上昇からわかる通り、新規店舗展開が主であった。医薬分業率に日本の

地理的特徴から限界がある一方で、現在はまだピークに達していない。よって

現状新しい店舗の展開を実施することが可能で、それによっても市場は更に拡

大すると考えられる。また市場の拡大と同時に、市場の成熟は起こる。よって

既存企業間での買収や合併は今後も継続される。 

 医薬分業率の更なる拡大によって、制度変更による医療費への影響が出やす

い状況が作られている。 

 

高齢化と少子化による人口減少が起きている日本において、医療機関の保有

する病床数をこれ以上増やす必要はないと考えられる。よって今後の医療サー

ビスは、病院やクリニックで個々に病床を使いながら医療サービスを受けるだ

けでなく、在宅での医療サービスを受けられる環境が充実すると考えられる。

医療サービス提供者は現状の医療機関内だけでなく、在宅もしくは患者の住環
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境に出来るだけ近い場所にサービス提供場所を拡大、移行していく必要があ

る。この様に、利用者の近い場所で医療行為を実施することが可能となる、若

しくは必要とされる制度変更が実施されると考えられる。 

 また労働集約的産業であると言われるヘルスケアに関しても、技術の進歩を

取り入れる必要がある。技術を活用する事で人的資源が必要であった労働を技

術で代替する事で、必要人員数を減少させることが可能である。必要専門職人

員を減少させ、余裕を持たせることで、確保された人材を更に専門特化した業

務担わせることが可能となる。各専門職の作業絶対量を減少させる目的で技術

を取り入れる事が求められる、もしくは可能となる制度変更が行われることが

予想される。 

 

４－２．海外事例 

４－２－１．海外の医療制度 

 海外の医療制度と、その上に成立している薬局制度について整理する。各国

の医療制度は、各国の成り立ちによって異なっており、それぞれ歴史的背景に

影響された特色が存在する。医療制度上に則った病院のシステムがあり、薬局

はその病院のシステムに則って存在する。また、各医療機関で就業する専門職

人員の権限もそれぞれ異なっているため、それぞれについて整理する。 

 

 

 

 まず、各国によって保険や社会保障としての財源が異なり、大きく 3 種類に

分類される。 

まず 1 つ目の例であるが、日本は社会保険となっており、国民の社会保障加

入者（ほぼ全国民のため、国民皆保険と呼ばれる）が保険料を支払っている。
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この保険料を主な財源とし、医療行為に対する保険料として賄っている。この

同様保険加入者が支払った保険料を主な財源にしている国はドイツ、フランス

などが挙げられる。 

 2 つ目の例として挙げられるのは、国家として保有している税金から社会保

障費として還元する方法である。国民全員が様々な方法で支払った税金の一部

を財源として活用する方法である。同様に税金を財源とする国は他にオースト

ラリアがあるが、オーストラリアの財源は税金と社会保険を組み合わせてある

為、1つ目と 2つ目の混合型である。 

 3 つ目の例として挙げられるのは、民間保険のみのアメリカである。国家と

しての社会保障は高齢者向けのメディケアと、貧困層向けのメディケイドがあ

るのみである。国民は民間の保険に各自が加入する必要があり、国民全体が加

入している、もしくは活用できる国家としての保険システムはない。この民間

保険主に活用している国は他にカナダが挙げられる。 

 

各国の医療機関について、大きく病院、クリニック、薬局に分ける。ここで

の病院とクリニックは病床数などで明確に分類したものではなく、高度な技術

や難易度の高い医療行為を実施している病院と、それ以外の日常的な医療を提

供しているクリニックに分けている。医療機関としての規模は病院の方が大き

く、クリニックは開業医や家庭医と呼ばれ、医療機関としての規模は病院と比

較して小さい。一般的に患者は、クリニックに受診して総合的な診断と医療行

為を受ける。その上で更に専門的若しくは、難易度や高度な技術を要する医療

行為を病院でうける。 

 

 どの国でも規模の大きい施設と規模の小さい施設ではアクセスや診療報酬に

差異がある。アクセスとは、医療サービスを受けたい患者が、その医療施設に

自由に診療行為を受けに行けるかどうかである。クリニックではイギリスを除

いた全ての国でフリーアクセスとなっており、患者が自身のタイミングで医療

行為を受けたいと考えた際に、自身が利用したいと考えるクリニックを利用で

きる。イギリスではクリニックのアクセスが登録制となっている。これは患者

が利用できるクリニックがそれぞれに指定されている。よって各自に家庭医が

付いている状態となっており、各自が医療行為を受けたいと考えた場合はその

登録先のクリニックに連絡し、医療行為を受ける。クリニックと比較して規模

の大きい病院では、患者が自身で自由に病院を選択でき、必要と考えた場合の

いつでも受診する事が出来るフリーアクセスを維持しているのはドイツ及びフ

ランスになる。フリーアクセス以外の受診方法は、クリニック若しくは他病院

からの紹介である。これは一度診断を受けた患者が、専門職判断で必要と考え

る医療機関に受診する方法である。イギリス、オーストラリアがこれにあた

る。またアメリカは民間保険の提携範囲内で、紹介で受診する事ができる。日

本は当初、病院全体がフリーアクセスだったが、近年の制度変更により、徐々

に紹介制に移行している。 

 

クリニック、若しくは病院で医療行為を受け、治療の一環として薬剤治療を
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受ける際に薬局機能が必要となる。薬局機能に関しては、各国の医療制度や成

り立ちの歴史的背景、専門職が実施可能な医療行為の権限の違いによって各国

の違いがある。薬局機能における国別の差異は、病院及びクリニックよりも大

きい為、国別で個々に整理する。特に日本の現状を整理し、それと比較して異

なる部分を列挙する。 
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 日本は薬局機能が概ね 2 種類に分かれている。一つは日用品を扱うドラッグ

ストアであり、もう一つは処方箋医薬品を取り扱う保険薬局である。ドラッグ

ストアは街中や住宅街など様々な場所に立地しており、それぞれチェーン化が

進行し、大手企業が存在する。一方で、薬局は処方箋発行元である病院やクリ

ニックの門前や周辺に立地している事が多く、街中や住宅街に関わらず存在す

る。店舗間の買収や合併なども実施されているが、完全なチェーン化がなされ

ているわけではない。また各店舗において、取り扱う製品の種別によって所属

が必要とされる専門職が規定されている。専門職は薬剤師、登録販売者があ

る。薬の種別は処方箋医薬品、OTC（第 1～3種医薬品）、日用品となる。薬剤師

により全ての種別の製品の販売が可能で、登録販売者により第 2，3種医薬品の

販売が可能となっている。 

 

 米国は日用品や処方箋医薬品などの全てを取扱う薬局が存在する。単体で比

較的広い敷地面積を確保した店舗として各所に立地する。それぞれチェーン化

されており、大手チェーンが存在する。大手チェーンでは処方箋の必要な処方

医薬品、処方箋が不要で専門職の判断で処方できる処方薬、患者判断で購入可

能な OTC が取り扱われている。専門職は薬剤師(Pharmacist)、調剤技師

(Pharmacy technician) が存在する。薬剤師はトレーニングをする事で予防接

種などの一部の医療行為を実施する事ができる。また薬剤師の在籍により処方

医薬品の販売だけでなく処方薬の処方も可能である。 

 

イギリスでは薬局機能が 3種類の形態をとっている。Chemistは医薬品や OTC

などの全般を取り扱い、Pharmacy は処方医薬品を含む医薬品と、自社ブランド

品を取り扱う。また総合スーパーの形態である Drugstore は日用品を取り扱

う。取扱いの出来る薬は、処方箋医薬品、自由販売医薬品、薬局販売医薬品の

3種に分かれている。専門職は薬剤師以外にPharmacy technicianとHealthcare 

assistantと Dispending assistantに分かれている。 

 

ドイツの薬局機能の形態は日本に類似し、2 種に分かれている。Apotheke が

処方箋医薬品と薬剤師が処方可能な医薬品を販売し、Drogerie が日用品と OTC

を販売し、チェーン化がされている。薬の分類は 3 種であり、処方箋医薬品、

薬局販売医薬品、自由販売医薬品である。専門職は薬剤師、薬剤技術助手（薬

剤師の監視下で医薬品が販売可能）、薬剤商業従業員である。 

 

フランスの薬局は主に単店舗で日用品、OTC、医薬品の全てを取り扱う。建

物の階層で分かれている事が多く、1階で日用品の販売を実施し、2階で OTCや

医薬品を販売する。薬の分類は処方箋医薬品と処方箋任意医薬品に分類され

る。専門職は主任薬剤師と補助薬剤師が存在する。 

 

オーストラリアの薬局は日用品や医薬品を取扱い、主にショッピングセンタ

ー内に立地する。薬は 4種に分類される。処方箋の必要な医薬品は Scheduleと
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呼ばれ、更に 9 種に細分化される。残りの 3 種は処方箋の不要な自由販売医薬

品で、Unschedule と呼ばれ#2 薬局 OTC、#3 薬局調剤薬、#4 処方医薬品に分類

される。専門職は薬剤師と調剤アシスタントが存在する。 

 

４－２－２．海外事例からの変化可能性まとめ 

 海外事例において、日本の保険薬局市場がそのまま実施する事の出来る事例

はない。これは、各国の社会保障が各国の歴史的背景を踏まえて制度設計され

ているからである。つまり日本の制度は世界と比較しても日本の個別事情に対

応している。一方で日本でも参考にした方が良い部分はある為、そこから実現

が可能か、即時対応が可能か、効果があるかかについては言及せず参考になる

制度や状況を挙げる。 

 

 
 

４－２－３．変化の可能性まとめ 

 以上の事より、今後の変化や制度変更は下記の通り起こりえると考えられ

る。 

 

日本市場の変化による制度の方向性 

・患者の住環境に近い場所で医療サービスを提供する。 

・労働を技術に移転する事による、労働者の作業の専門性を推進する。 

 

海外事例からの制度の方向性 

・高齢化に対応する財源の変更 

・医療行為の需要と必要性に応じた保険負担率の細分化 

・専門職人員の必要人員数変更（現象） 

・専門職の実務における権限移譲 

・専門職の新設による医療従事者の増大 

・医薬品分類の細分化による患者自由度の拡大 

 

社会保障の国家が実施する事で、その国の安定、安寧の確保に繋がってい

る。よって社会保障が維持継続する事自体が最も重要である。 

日本の社会保障制度は、概ね全ての国民が加入する社会保険制度が土台とな

って出来ている。その為、社会保障制度の全体変更はほぼ全国民が個別に対応

する必要があり、実現は現実的ではない。制度変更により、全国民が個々に対

応する必要のない部分に関しては、実現可能性があると考えられる。 
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また社会保障を維持継続しながら制度変更を実施する必要がある為、各事業者

が本業を実施継続する事が可能な制度の変更が重要となる。 

よって根本的な社会保障制度の圧倒的な変革は起こりにくい。また、既存の

事業者が既存事業を実施継続しながら対応が可能な変更のみが現実的な制度変

更になると考えられる。 

事業者側は、制度変更が実施された後でも対応可能であると考えられる。し

かしながら、制度変更が実施される以前から実施する事が出来れば、制度変更

による利益を先行者利益として受諾する事が出来る。よって制度変更が予測さ

れ、既存の業務効率を大きく損なわずに先進的に取り入れる事が可能な部分に

関しては、徐々に取り入れていく必要がある。 
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５．考察 

５－１．保険薬局の最適なビジネスモデル 

 保険薬局の利益構造について確認する。利益は売上高とコストの差分で表現

できる。保険薬局の売上高は、応需した処方箋枚数×保険点数によって決定す

る。処方箋枚数は地理的距離から、生活圏内もしくは移動可能距離範囲内に限

られる。また、その処方箋１枚からの売上高は薬局の企業努力に関わらず、日

本の保険制度によって設定されている金額（点数）になる。保険制度で設定さ

れている金額の詳細には、薬価および技術料があり、どちらも日本全国で同一

に設定されている。薬価は毎 2年おきでの薬価改定が実施され、その価格が全

国一律に反映される。また技術料も診療報酬の改定が実施され、診療報酬で制

定された基準が全国一律で適応される。各店舗ではその薬価及び技術料を、薬

価は実数分、技術料は施設基準などに応じた点数で算定し、合算する。（顧客

である患者は、その合算点数に対し、自身の保険の負担割合に応じて支払いを

実施する。）またコストに関しては、医薬品の納入価と人件費が主な支出とな

る。この医薬品の納入は医薬品卸からの仕入れとなる。この医薬品卸業の企業

は業界内の合併に伴い、主に４社が日本全国の医薬品の物流を網羅している。

また人件費は主に専門職の人件費となる為、経験年数から年次的に業界内で概

ね一定水準を保っている。 

 

企業を経営する場合、利益の確保と収益の最大化を求める事は重要である。

前述の通り、保険薬局の単店舗としての利益構造は自主的に大きく変更するこ

とが難しい。よって保険薬局が企業として利益の最大化を狙うために実践すべ

きは本業の効率化である。保険薬局の本業とは、患者から処方箋を受取り、調

剤を実施し、医療情報と併せて提供する事である。これを効率的に実行する為

には各業務における無駄を排除するべきである。無駄の排除とは作業を標準化

する事である。標準化をする事で業務自体から無駄を排除し、業務全体の効率

をあげる事ができる。 

この標準化の本質的な達成は、明文化する、マニュアルに落とす事が重要で

ある。明文化する事によって、今までの暗黙知を作業者全員で共有する事が可

能となるため、店舗内での全ての作業者が実践できる事になる。それぞれに実

施する事が出来、所属する従業員が実行する事によって、保険薬局は最適モデ

ルを実践する事が可能となる。またマニュアルは、単店舗内だけでなく多店舗

での実践が可能であるため、横展開を可能にする。 

 

一度、店舗内業務における効率化を検討し、それを標準化し、明文化してお

く必要があり、それがもっとも重要である。明文化しておく事によって、作業

員全員が最適化された作業内容を共有する事ができる。また明文化する事で横

展開が可能になり、多店舗での実践が可能になる。一度明文化した場合はその

段階で完了でなく、随時改良や改善、また時代に合わせた効率化を検討する必

要がある。 

 

（添付資料：「開業から運営の為の「薬局マニュアル」」平成 29年 1月作成） 
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５－２．保険薬局市場における差別化 

標準化された薬局を運営する事で、安定的かつ同業他社と比較しても勝る利

益率を確保する事が可能であり、事業は存続が可能となる。単店舗の事業継続

が可能となった場合、その店舗内での利益率拡大を検討する必要がある。作業

の標準化と、その作業をマニュアルとして明文化する事で、誰もが即座にその

業務を行う事が可能となる。標準化された作業を行った上でカイゼンを実施す

る事で、店舗における利益率の向上が可能となる。これは保険薬局市場の中に

おける他店舗との差別化に繋がる。 

 

それでは、店舗内業務のカイゼン要素がどこにあるのかを分析する。店舗内

の作業内容を、オペレーションで分解する。特にカイゼンの実施が重要である

作業は接客部分にあるため、顧客である患者が来店してから退店するまでを、

順番にオペレーションとして分解した。顧客が店舗内に滞在している間の作業

を、作業員視点で 15の手順に分解し、そこにかかっているコストを評価す

る。コストは２種類に分類し、人材コストおよび物理的コストで表示する。 

 

 

 

 

各作業は付加価値を提供している。その付加価値を創出するためのコストが

前述の人材コストと物理的コストだと考えられる。では２種のコストを総合し

て労力と表現した場合、各オペレーションにおいて提供している付加価値と労

力を視覚的に表現する。 
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各オペレーションにおいて、提供している付加価値と労力には差分が発生し

ている。この差分が、各オペレーションにおいてカイゼンの対象となる。概ね

全ての手順において、創出している付加価値と労力に差分がある事が確認でき

る。つまり概ねどの手順においてもカイゼンの余地があり、このカイゼンを実

施する事でコストを相対的に圧縮する事が実現される。 

 

薬局の店舗内におけるカイゼンの可能性は、ほぼ全ての作業手順において存

在するが、それぞれのカイゼンの経営に対するインパクトは小さい。これが各

手順のカイゼンを実施する事によるコストの圧縮がそれぞれにはあまり見込め

ないことから、実際に無駄があるにも関わらず、カイゼンが実践されていない

理由である。作業従事者は実際の細かい無駄の存在は認識している事になる

が、その無駄が細かすぎる事から介入する重要性が認識されにくい。これによ

っても、作業内の無駄は黙認され、全作業員が実施するインセンティブも出て

こない。 

 

それでは、この店舗内カイゼンをどう実施するのか。その実践には、マニュ

アルを超えた圧倒的な合理性を追求する事の出来る個人の存在が重要となる。

圧倒的にパフォーマンスが高い、もしくは有能な社員を店舗に１名確保する。

その人員は、通常の業務が相対的に短時間で完了する。よって 

 

1. 通常業務に加え、追加の作業ができる 

2. 大量の細かい効率化を実施できる 
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これらの両方を実施する人員数は、作業が細かいカイゼンの積み重ねである

ことからも店舗に１名で十分だと考えられる。またこの有能な人を店舗内に確

保することで、新しいビジネスチャンスを得られる状態にすることが可能とな

る。新しいビジネスチャンスとは、 

 

・ 待ちゼロ時間における新規顧客の確保 

・ 空き時間の活用による社員の営業が可能となるため新規得意先の開拓 

 

などの実現が可能となる。これらは保険薬局の利益のうち、売上高の上昇に

繋がる為、前述のカイゼンの実施によるコスト削減に上回る利益を生むことが

できると考えられる。 

 

よって、保険薬局市場においては、圧倒的にパフォーマンスが高い、もしく

は有能な社員を店舗に１名確保することが他の保険薬局と比較して差別化が可

能な要因となりえる。これはカイゼンによるコスト削減効果及び、新しいビジ

ネスチャンスを生む状態にすることで売上高の向上を見込むことができ、それ

こそが他店舗との差別化になる。 

 

５－３．保険薬局市場の今後 

 規制産業である保険薬局市場も、今後の状況に応じて制度変更が行われる可

能性がある。その、制度変更部分について検討する。 

 

 規制は社会の安定を目的とし、その目的を達成する為に規制をかけている。

その為、現状の社会にとって必須もしくは重要である機能やサービスを保護す

る為に規制が敷かれていると考える。規制で守られているエリアの中にも、社

会の安定を達成する為に必須である重要な部分とその周辺部分が存在すると考

えられる。これは、重要な部分の規制は変化せず、その周辺部分に関しては変

化の可能性があると言える。その時点での社会の安定を獲得、維持するための

制度である場合、社会状況に応じてそれぞれの部分の制度変更が実施される。 
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 それでは、保険薬局市場における規制のコア部分を検討する。コア部分は重

要な機能を提供しており、そのため付加価値は高くなる。よって前述のオペレ

ーションの付加価値の高い部分を更に分解する。 

 特に投薬部分が薬局もしくは薬剤師が現在提供している価値の最も重要な部

分である。その中でも特に顧客である患者から提供される明示的・非明示的な

情報を把握し、それらを包括した上で患者の質問に回答する、不安を解消す

る、アドバイスを提供するサービスが最も重要で付加価値を提供している。こ

れはホテルのコンシェルジュのようなサービスであり、日本語ではよろず承り

係の役目を果たしている。このよろず承り係の部分が規制で守っているコア部

分となる。 
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よって、この部分に関しては社会状況に応じて求められる付加価値が増大する

可能性がある。一方で、それ以外で薬局が現在提供しているサービス部分に関

しては、今後社会状況に応じて規制がなくなる可能性がある。 
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６．まとめ 

６－１．保険薬局市場まとめ 

 社会状況に応じた規制の変更は、それが規制産業である場合、既存業界を破

壊するほどの速度で実行されることはない。しかしながら規制は社会状況の変

更と共にいつか変更され、その時の状況に即した制度になる。よって保険薬局

市場も、今後緩やかに制度変更は実施されると考えられる。その制度変更の方

向性を事前に予測する場合、現在の事業領域もしくは規制の領域の中でどこが

最重要部分であるかを明確にすることが必要である。この最重要部分であるコ

ア部分と、その周辺領域であるコア以外部分を見分けておくことで、将来の制

度変更の方向や可能性を事前に予測することが可能となる。制度変更の方向性

が事前に予測できる場合、各企業の意思決定で事前に対応することが可能とな

り、事前に対応しておいた企業こそが、制度変更のタイミングで先行して利益

を獲得することができる。 

 

 よって、規制産業の一つである保険薬局市場こそがビジネスチャンスを含ん

でいる。この保険薬局市場は規制産業であり外部からはその規制自体が参入障

壁に見える。しかしながら内部の情報もしくは今回では内部の作業内容を標準

化し、明文化したマニュアルを手に入れることで、業界外部の誰もが参入が可

能となる。 

 マニュアルを手に入れ保険薬局市場に参入したのちは、本業の実践で概ね黒

字化か可能であり、制度に乗っ取って運営することで企業の経営は安定する。

しかしながらさらなる利益の確保は細かい店舗内のカイゼンを実施することで

可能となる。この無数にある細かい効率化の積み重ねは、圧倒的にパフォーマ

ンスが高い、もしくは有能な社員を店舗に１名確保することで達成することが

できる。これはコスト削減に繋がるだけでなく、効率化の重要性を店舗内で共

有することで、売上高をあげる新しいビジネスチャンスを産むことが可能とな

る。このモデルを横展開することこそが保険薬局市場内での差別化に繋がり、

企業活動を継続し、他社より利益を獲得することができる。 

 

 また企業活動を継続していると、それが規制で守られている市場であるゆ

え、社会状況の変化に応じて現状の規制も制度変更が実施される。社会として

規制をかけるべき産業であるため、制度変更は既存業界を崩壊させるほどの早

い速度で実施はされない。しかしながらその制度変更を事前に予測し、対応し

ておくことにで、制度変更のタイミングで即座に対応ができる。そのタイミン

グでの対応は先行者利益となって更なる業界内での他社との差別化に繋がる。 

 

６－２．考察及びまとめ 

 一般的には利益率の低いと考えられている規制産業こそが、ビジネスチャン

スを内包する市場である。 

 

規制産業は一般的に利益率の低い産業である。規制産業は規制の存在によ

り、ビジネスを行う上でのダウンサイドリスクは少なく、その分アップサイド
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メリットも少ない。よって、ローリスクローリターンの産業であると一般的に

認識されている。 

 

規制産業の中で儲けるには、現状の規制産業での利益受給者が誰なのかを明

らかにする必要がある。規制産業でのビジネスは既得権益のかたまりである

為、規制産業に先行して参入した企業が既得権益の保有者であり、利益の受益

者である。よって規制産業で儲けるためには、参入する事が条件となり、イン

ナーサークルに入る事こそがビジネスチャンスに触れる事になる。 

 

しかし、業界のインナーサークルに入る事が出来る者は、そもそも業界内部

にいた者、若しくは内部資源へのアクセスを保有する者であると考えられてい

る。つまり元々内部に居る者のみが参加できる市場であると認識されている。 

 

その中で、市場外部に存在する者が市場内部に入るためには、規制産業内自

体を知る必要がある。しかしながら規制産業内外では情報の非対称性が生じて

おり、それが規制を通じて拡大化して産業外部からみえる。よって、規制産業

は規制の存在自体が参入障壁となっている。 

市場外部から内部に参入する為には、外部から圧倒的に高いと見える参入障壁

を壊して侵入する必要があると考えられている。しかし実際に参入障壁は市場

外部から見られるほど高くない為、市場内部の既存業界を模倣するだけで参入

が可能となる。 

 

市場内部での利益率は低く、現状全ての規制産業内の事業からハイリターン

を得られているとは言えない。一方で規制産業の市場内での企業活動は合理化

されているとは言い難い。合理化されていない企業でも利益を受給できている

事こそが、規制産業内の企業が合理化するインセンティブがない事の表れでも

ある。よって、規制産業内では合理化を実行するだけで、業界内の他企業との

差別化になる。この差別化は利益に直結する。よって、規制産業内では本業の

合理化をする事がアップサイドを確保する事に繋がる。 

規制産業内での合理化によるメリットは、実行するだけで即時受給する事が

可能であり、継続する事で利益の蓄積に繋がる。 

 

一方で規制産業の市場を作っている制度は随時変更される。規制産業におい

て、本当に規制をかけて守るべき部分はコア部分であり、その周辺産業の規制

は重要ではない。また制度はその時点での社会状況に応じた設計がなされてい

る。よって時代が変わると同時にその時点での社会状況に対応する形で制度は

変更される。その場合コア部分の規制は維持され、コア以外部分となる規制は

状況に応じて変更もしくは規制自体の撤廃がおきる。 

実際の制度変更は既存市場に破滅的影響を与える事なく、徐々に変更が実施

される。よって制度変更が実施された後に企業が対応する事も可能である。一

方で、制度変更は業界内にいる事で予測が可能であり、事前対応する事も可能
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である。事前対応するか否かは企業の意思決定によるものであり、事前対応し

た企業は制度変更直後から利益を受給できる。 

 

よって規制産業は内部情報を獲得し、まずは参入すべきである。参入後は本

業の実施により利益は確保が可能である。現状の制度内で他社と比較して更に

利益率を上げるためには、カイゼンの実施が効果的である。また規制産業は規

制自体が産業領域になるため、社会状況に応じた制度変更に事前対応するべき

である。これは業界内部にいる事で制度変更は予測が可能であり、事前対応す

ることによって規制の変更時に他社に先んじて実施する事で先行者利益を享受

できる。 
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１．保険薬局とは 

１－１．保険薬局とは 

日本は国民皆保険制度によって、すべての国民が保険診療を受けることができ

る。その保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い、調剤を行う薬局のこと

を「保険薬局」という。 

（日本薬剤師会参考） 

 

１－２．保険薬局で提供するサービス 

「保険薬局」では、療養の給付として薬学的に打倒適正な調剤（患者指導を含

む）を行う。 

 

１－３．保険調剤の基本的ルール 

・保険調剤は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保険薬局との間の「公

法上の契約」による契約調剤である。 

・保険調剤の実施において、保険薬局及び保健薬剤師であるという事は、健康

保険法名地で規定されている保険調剤のルールを熟知していることが前提とな

る。 

・保険薬剤師が保険調剤を行うにあたっては、保険調剤のルールを順守する必

要 が あ る 。 

（「保険調剤の理解のために」平成 24年度配布用、厚生労働省） 

 

１－４．調剤に関わる法令や規則 

保険調剤の前提として下記の法律や規則は遵守すべきであり、保険調剤に関わ

るスタッフは医療提供者として各法律や規則を熟知しておく必要がある。 

 

主な法令 

１－４－１．医療法 

１－４－２．薬剤師法 

１－４－３．薬機法 

１－４－４．その他 

 

１－４－１．医療法 

第一条の二の１  医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受け

る者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じ

て行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防

のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでな

ければならない。 

第一条の二の２  医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を

基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、

介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設

（以下「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅そ



 

39 

の他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。）において、医療提

供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連する

サービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 

第一条の四の１  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担

い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対

し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 

第一条の四の２  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担

い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける

者の理解を得るよう努めなければならない。 

 

１－４－２．薬剤師法 

第一条（薬剤師の任務） 

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによ

って、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を

確保するものとする。 

 

第二条（免許） 

薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければなら

ない。 

 

第五条（相対的欠格事由） 

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 

一  心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者と

して厚生労働省令で定めるもの 

二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者 

三  罰金以上の刑に処せられた者 

四  前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為が

あつた者 

 

第八条（免許の取消し等） 

薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になったときは、厚生労働大臣

は、その免許を取り消す。 

薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位

を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処

分をすることができる。 

一  戒告 

二  三年以内の業務の停止 

三  免許の取消し 

 

第十九条（調剤） 

薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただ

し、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せん
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により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調

剤するときは、この限りでない。 

 

第二十一条（調剤の求めに応ずる義務） 

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由

がなければ、これを拒んではならない。 

 

第二十二条（調剤の場所） 

薬剤師は、医療を受ける者の居宅等（居宅その他の厚生労働省令で定

める場所をいう。）において医師又は歯科医師が交付した処方せんによ

り、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるもの

を行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤し

てはならない。ただし、災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局に

おいて調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特

別の事情がある場合は、この限りでない。 

 

第二十三条（処方せんによる調剤） 

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販

売又は授与の目的で調剤してはならない。 

 

第二十四条（処方せん中の疑義） 

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交

付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を

確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。 

 

第二十五条の二（情報の提供及び指導） 

薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で

調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必

要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなけれ

ばならない。 

 

第二十六条（処方せんへの記入等） 

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨（その調

剤によって、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤

量）、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記

名押印し、又は署名しなければならない。 

 

第二十七条（処方せんの保存） 

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済みと

なった日から三年間、保存しなければならない。 

 

第二十八条（調剤録） 
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薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 

 

１－４－３．薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律） 

第三章 薬局 

第四条：開設の許可 

第五条：許可の基準 

第七条：薬局の管理 

第八条：管理者の義務 

第九条：薬局開設者の遵守事項 

第十条：休廃止などの届け出 

 

１－４－４．その他 

―健康保険法 

―薬担規則（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則） 

―療担規則（保険医療機関及び保険医療養担当規則） 

―麻薬及び向精神薬取締法 

―覚せい剤取締法 

―毒物・劇物取締法 

 

１－５．開局時の準備/許認可関連 

薬局開設時には必要書類を揃えた上で、書く必要窓口での法的手続きが必要で

ある。 

 

１－５－１．―薬局開設時の手続き窓口と書類 

・保健所→「薬局開設の届出」 

・社会保険事務局→「保険薬局の申請」 

１－５－２．薬局開設時の申請書類 

１．薬局開設許可申請書 

２．付近の見取り図 

３．店舗見取り図 

４．開設者（申請者）の診断書 

５．管理薬剤師の雇用契約書 

保険薬局申請の手続き窓口 

（「開設者が薬剤師であり、当該薬剤師が調剤業務に従事するが場合」を

除く 健康保険法） 

 

１－５－３．保険薬局申請に関わる申請書類 

１．保険薬局指定申請書 

２．薬局開設許可書 

３．付近の見取り図 

４．薬局の見取り図 
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５．管理薬剤師の履歴書 

６．管理薬剤師の免許書 

 

１－５－４．その他、必要とされる申請 

１．麻薬小売業の免許取得 

２．労災保険指定 

３．公費負担医療指定薬局手続き 

 結核予防法、生活保護法、母子健康法、障害者自立支援法、原爆

被爆者援護法、戦傷者特別援護法、児童福祉法など 

４．保険調剤 

 社会保険診療欧州支払基金→社会保険に関する明細書 

 国民健康保険団体連合会→国民健康保険に関する明細書 

５．毒物・劇物販売業登録 

 毒物劇物販売登録申請書 

 毒物劇物取扱責任者設置届 

 毒物劇物取扱責任者診断書 

 毒物劇物取扱責任者資格証 

６．薬局製造販売医薬品の製造業許可・製造販売業許可・製造販売承認取

得 

 薬局製剤製造業許可申請書 

 薬局製剤製造販売業許可申請書 

 薬局製剤製造販売承認申請書 

 製造販売承認品目表 

 

１－６．医療サービスを提供する主体における義務 

医療サービスを提供する主体は顧客となる患者に対して、良質な医療を、常時

提供する体制を整えるべきである。よって、保険薬局として以下の事を実施す

る必要がある。 

 

―情報の開示―店舗運営に関わる業務手順書の設置―従業員教育 

・店舗に関する情報を開示、提供 

・店舗の管理、安全体制に関する業務手順書の作成と店舗内に設置 

・医薬品に関する情報の開示、提供 

・医薬品の保管、管理に関する業務手順書の作成と店舗内に設置 

・全従業員の医療提供体制を維持向上させる研修体制の拡充 

 

 

２．薬局に立つ前に 

２－１．保険薬局の目的 

保険薬局は調剤サービスを通じ、地域の住民に健康と安心を提供することを

目的とする。 
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２－２．保険薬局の心構え 

薬剤師は適正な医療情報を、的確に必要とされている分量で提供するべきで

ある。事務スタッフは顧客に快適な空間を提供するべきである。両者は顧客の

時間を無駄にする事なく、かつ待ち時間も快適な空間を提供し、接客は相手が

再度来たくなる様な快感を与える事を追求する。 

 

２－３．保険薬局に従事する者としての倫理感 

保険薬局の業務に携わる者は医療の担い手の一員であるという自覚を持ち、

高い倫理観に基づいて日々の業務を行い、行動するべきである。また倫理観に

ついては提供する医療の質を担保すると共に、医療が常に個人情報と共にある

ことを踏まえ、守秘義務においても高い倫理観を持ってプライバシーの保護に

努めるべきである。 

・参考：薬剤師→社団法人 日本薬剤師会「薬剤師倫理規定」 

 

２－４．サービス業としての接遇 

サービス業として、顧客である患者が心地よく、信用・信頼が感じられる服装

や身だしなみを心掛けるべきである。また医療を提供している意識を常に持つ

ことで顧客の体調などを考慮し、特に不快感に繋がる可能性のある項目に関し

ては、できる限り考慮するべきである。 

 

―身だしなみ 

・服装 

衣類は清潔を心掛ける 

制服/白衣 

 シミ、汚れ、ほころびなどがないか 

 きちんとプレスされた状態で、しわなどがないか 

 名札の位置は正しいか 

 ポケットが歪んでいないか（物を入れ過ぎていないか） 

私服 

奇抜や華美な色/柄が見えていないか 

 過剰に見える露出はないか 

 装飾品が清潔で、過剰/華美でないか 

・身だしなみ 

 髪形を整え、清潔感があるか 

前髪が長すぎず、額が見えているか 

長い髪は後ろで束ねているか 

髪の色（色味、明るさ）は適切か 

化粧は適度に自然で、華美でないか 

爪は短く、ケアされているか 

履物は適切なものを使用し、清潔にケアされているか 

（職場に応じて：つま先部分の保護があるか） 

臭いのケアはされているか（過度な香水、清潔な口臭、体臭など） 
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―挨拶、受け答え 

正しい姿勢を保っているか 

礼儀正しく、明るい笑顔で対応しているか 

社会人として正しい言葉遣いが出来ているか 

顧客に合わせた配慮、心配りが出来ているか 

 

―コミュニケーション 

常に患者視点中心でコミュニケーションを取るように心掛けなければいけな

い。正確な医療情報の提供を実施するだけでなく、患者の治療方針を理解し、

それをサポートする為の手助けになるようなコミュニケーションを取るべきで

ある。 

 

コミュニケーションを通じて、下記の機能を充足する。 

・医療従事者と患者の間に、継続的な人間関係を築く。 

・患者の健康状態を判定し、医学的な問題を解決するための処置を行

い、治療の効果を判定して、それが患者の QOL向上にいかに役立ったか

を判断する為の情報交換を行う 

 

患者とのコミュニケーションについては、言語、非言語の両方を患者からのメ

ッセージとして捉え、両方の情報を合わせて総合的に判断する。 

・言語（内容と、その意図するメッセージの真意） 

・非言語（身体の身振り、動作/環境/話し相手との距離/気を散らす因

子） 

 

特にこちらからの姿勢として心掛けておくべきなのは傾聴と共感である。 

・傾聴 

 相手の言葉と、真意、意図を正しくとらえる為に傾聴のスキルを活用する。

これは直接発せられた言語と同時に、非言語の情報をくみ取る必要がある。傾

聴を示す際の効果的なテクニックは以下の 3点がある。 

１．要約 

２．言い換え 

３．共感的応答 

 

・共感 

 相手に共感を示す事で、患者の感情や発言に理解を示す事になるため、信頼

関係の構築に繋がる。これは患者の発言に対して理解や同意を示すだけでな

く、共感的応答を効果的に使用する事で、建設的な会話にする事が出来る。そ

の共感的応答の主なパターンを以下に述べる。 

・判断して、応答する応答 

・助言を与える応答 

・慰める、安心感を与える応答 
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・一般論として返答する 

・相手の話を確かめる為の応答 

・気をそらす内容で返答する 

・理解したことをわからせる応答 

 

３．店舗内業務：共通 

３－１．作業順序の確認 

 
 

３－２．開局前準備 

・配置の確認、在庫の確認 

 機器 

事務備品 

医薬品在庫、充填、余製 

・器具の点検と清掃、整頓 

 散剤：乳鉢、乳棒、スパーテルなど 

 液剤：メートルグラス、メスシリンダー、投薬ビンなど 

 軟膏：軟膏板、軟膏ヘラなど 

・機器の電源を入れ、作業可能な状態にしておく 

 PC、タブレット端末 

 プリンタ、スキャナ 

 電子天秤 

 調剤監査用機械 

 散剤/錠剤分包機 

 軟膏遠心混和機 

 

（３－３．店舗掲示物：義務※別紙？） 

 



 

46 

４．店舗内業務：事務/調剤 

４－１．店舗内オペレーション 

＜事務＞ 

  監査 

処方箋受取 ① 

（アンケート） 
 

（保険証） ② 

処方内容入力 ③ 

点数計算 ④ 

薬袋印刷 
 

薬情報印刷 
 

 

＜調剤＞ 

  監査 

処方箋受取 ⑤ 

ピッキング ⑥ 

投薬 ⑦ 

会計 ⑧ 

記録 
 

 

４－２．監査内容 

４－２－１．事務 

①処方箋受取 

―保険法規上のチェック 

１．保険情報の欄…受付をした処方箋の保険情報の欄に、正しい保険

者番号、被保険者証、被保険者手帳の記号、番号などが記載されてい

るかどうかを確認にします。 

２．医療機関の欄…届出の医療機関の正式名称や所在地、電話番号、

そして処方医の記名押印もしくは署名を確認します。 

３．交付年月日…処方箋の使用期限は発効日を含めて 4日以内 

４．患者の欄…患者氏名（カタカナでも OK）を確認します。生年月日

は年齢でも問題ありませんが、小児と高齢者は生年月日が必要な場合

もあります。男女の区別、被保険者または被扶養者の区別の記載も確

認が必要です。老人医療の場合、負担割合もチェックします。 

 

②保険証 

１．保険者 

２．交付年月日 

３．家族/被扶養者 
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４．氏名 

５．生年月日 

６．保険者番号 

７．記号、番号 

 

③処方内容入力 

―処方記載方法のチェック 

処方箋の処方の欄に調剤する薬品名・分量・用法・用量などが記載

されているので、正しく書かれているかを確認する。訂正抹消が行わ

れている場合、2 本線を引いてあるだけでなく、訂正印（処方医の印）

が奈捺印されているかを確認する。追加処方された場合にも、その内

容の横に処方医の捺印が必要である。 

１．薬品名…処方の欄に記入する薬品名は、本来は薬価収載されてい

れば、商品名、局方名、一般名（成分名）のいずれでも構わない。

一般名で書かれていて複数の商品が薬価収載されている場合は、

薬局側で薬品を選択する。 

２．投与日数…14 日制限があるもの（麻薬・向精神薬・発売 1 年以内

の新薬）、投与日数に制限があるもの（添付文書などに記載がある

薬品）などには注意をする。 

３．備考欄…医師からの調剤に対しての指示（一包化など）や後発医

薬品への変更の是非が記載されている。薬剤師が処方内容につい

ての疑義照会を行った場合、その内容と結果もこの備考欄に記入

が必要である。 

 

④点数計算  

保険調剤として調剤報酬が支払われる為には以下の条件を満たす必要

がある。 

１．保険薬剤師が 

２．保険薬局において 

３．健康保険法、薬剤師法、薬事法の各種関係法令の規定を遵守し 

４．「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の規定を遵守し 

５．薬学的に妥当適切な患者指導を含む調剤を行う 

６．調剤報酬点数表に定められた算定要件を満たした上で請求を行う

こと 
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※参考資料：調剤報酬点数表（H28用、添付資料） 

第 1節 調剤技術料 

調剤基本料 基準調剤加算１・２、後発医薬品調剤体制加算１・２・３ ・・・

施設基準あり 

分割調剤（１処方せんの２回目以降の調剤） 

調剤料 内服薬・屯服薬・浸煎薬・湯薬・注射薬・外用薬・内服用液剤 

（加算料） 嚥下困難者用製剤加算 

一包化加算 

無菌製剤処理加算 ・・・施設基準あり 

麻薬・向精神薬・覚せい剤原料又は毒薬加算 

調剤技術料の時間外加算等（時間外加算・休日加算・深夜加算） 

調剤料の夜間・休日等加算 

自家製剤加算 

計量混合調剤加算 

在宅患者調剤加算 

 

第 2節 薬学管理料 

薬剤服用歴管理指導料 

（加算料） 麻薬管理指導加算 

重複投薬・相互作用防止加算 

特定薬剤管理指導加算 

乳幼児服薬指導加算 

長期投薬情報提供料１・２ 

服薬情報等提供料 

外来服薬支援料 

在宅患者訪問薬剤管理指導料１・２ 

（加算料） 麻薬管理指導加算 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 

（加算料） 麻薬管理指導加算 

在宅患者緊急時等共同指導料 

（加算料） 麻薬管理指導加算 

退院時共同指導 

第 3節 薬剤料 

第 4節 特定保険医療材料料 
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４－２－２．調剤（薬剤師） 

⑤処方箋受取 

―処方記載項目のチェック 

１．患者の氏名、年齢 

２．薬名、分量、用法、用量 

３．発行年月日 

４．使用期間 

５．病院,診療所などの名称,所在地 

６．処方医氏名の署名あるいは記名押印 

７．保険者番号、被保険者証などの記号、番号など 

 

（麻薬処方せんの場合は以下も必要） 

１．麻薬の施用者の免許証番号 

２．患者の住所 

 

―処方内容の薬学的チェック 

用法・用量、禁忌薬、相互作用、副作用、疾患による禁忌などに関す

る問題がないかを確認することは、薬剤師として医薬品の安全かつ適

正な使用において非常に重要な業務である。 

 

1、処方内容の確認 

調剤薬の特定（薬品名+剤形+規格） 

分量、用法・用量 

警告・禁忌 

相互作用 

配合変化 

使用上の注意点 

2、薬歴の確認その他 

重複処方、他科受診 

 

⑥ピッキング 

各：薬剤名、剤形、規格、単位、数量 

処方箋記載の薬剤種類数 

 

⑦投薬 

 

⑧会計 

負担割合、調剤点数などに留意すべきである。 

 

５．店舗内整備 

店舗内は業務が常に効率的に実施出来るようにする。 

また常時、整理・整頓・清掃・清潔をスタッフ全員で実行する。またその活動



 

50 

は常に実施し、習慣化（躾）させる。その活動によって、顧客である患者に心

地良さや安心感を提供できる場にする。 

・整理 不要なものを捨てること 

・整頓 使いやすく並べて表示をすること 

・清掃 きれいに掃除をしながら、あわせて点検すること 

・清潔 きれいな状態を維持すること 

・躾（しつけ） きれいに使うように習慣づけること 

 

また従業員の中で合意した内容を実行する事で、上記を習慣化させ維持する。 

・物の配置は決めておき、従業員の全員が分かる状態にする。 

・配置変更に関しては独断で決定せず、効果が確からしく、周囲の合

意が取れた場合に実行する 

・受付、投薬台、調剤台など作業が必要となる箇所にはスペースを常

に確保する 

・不要物は正確に分別し、直ちに廃棄する（通常ごみ、裁断必要ご

み、医療用廃棄物） 

 

６．在庫管理 

６－１．管理方法 

 在庫品目の情報を全て、物品マスタ―表に一元管理を実施する。（Excel ベー

ス） 

適宜更新し、各月末日に数量確認、期限の近い医薬品（主に半年未満）は他

院へ売却する。 

 

 整理番号 

 商品名 

 一般名 

 規格 

 単価 

 単位 

 商品分類 

 メーカー名 

 発注先 

 商品コード 

 請求名簿 

 購入月日 

 使用期限 

 置き場所/棚番号 

 残数 

 

システムの理論在庫との整合性が取れるよう、数式を入れておく。システムか

ら輩出したデータは Excelファイルで保存、保管を行う。 
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６－２．経済的発注量 

 適正在庫を維持する上で発注数量と発注回数の決定は最も重要である。発注

数量を増加させると保管と管理コストがかかる。また発注回数を多くすると通

信費などの発注コストがかかる。1 ヶ月に 2 回の発注が経済的な面から理想で

ある言われる。しかし実際には倉庫スペースには限界がある、医療施設への納

品サイクルが短い（翌日/即日配達可能、配送費用なし）などを鑑みて、1 ヶ月

に 2回以上の短期スパンで発注を実施する事になる。 

 

６－３．発注方法 

使用頻度と単価によって発注方法を選択する。また、発注頻度によって単回

の発注量を決定する。それぞれ都度発注、定点発注、定量発注のどれかに当て

はめ、定期的には発注頻度が適正であるかを見直す必要がある。 

 

・都度発注 

 発注頻度が極めて低いものを対象とする。1 ヶ月に 1 度未満の発注頻度で業

務を充分行う事が出来るものを対象とする。特定の業務にしか使用しないも

の、については、通常在庫を置く必要がない。 

 

・定期発注 

 あらかじめ発注日を決めて発注をする。これは定期的に発注を実施するが、

数量に変動がある物品に適応する。週に 1 回～1 ヶ月に複数回の頻度で発注が

必要になるものを対象とする。発注に関しては、予定使用量からその時点での

在庫数量、発注済かつ未納品の数量、納品までの消費予測量を引いた数量を発

注するのが望ましい。 

・単価の高いもの 

・使用量の予測が可能なもの 

・発注してから納期までに時間を要するもの 

・使用数量がある程度一定のもの 

などに特にこの発注方式が適している。 

 

・定量発注 

 在庫量が規定量に達した時点で、常に一定の量を発注する。この発注日は一

定ではない。これは納品までに品切れを起こさない規定量を設定し、その時点

から使用済である発注量分を発注する。発注を規定する数量が最も重要とな

り、これは各製品によって設定すべきである。また一定期間において規定量と

発注量の見直しは必要である。一方で、規定量と発注量を決定した後の発注は

単純作業となる為、日常業務量自体は平均化される。 

・安価なもの 

・消費量の多いもの 

・消費動向がある程度一定のもの 

 



 

52 

以上の 3 種類の発注方法を適宜組み合わせて発注を実施する。医薬品の欠品は

欠品対応に対して不必要なコストを作り出す事から、できる限り避ける必要が

ある。一方で在庫を大量に保有する必要もなく、適正在庫を維持し続ける為に

3 種の発注方法が適正か、その数量が適正化などの見直しと変更は適宜実施す

るべきである。 

 

６－４．在庫補充方法 

倉庫スペースや実作業スペースに納品された製品を補充するには、主に 2 種

類の方法がある。 

 

１．定点不足品補充方式 

 1 品目ごとに規定量に対する不足数量を補充する。在庫量は少なくなるが、

作業量は多くなる。 

 

２．ダブルピン方式（2棚法） 

 必要となる物品を 2 つのケースに分割して補充する。片方の在庫がなくなっ

た時点でケースを入替え、補充を行う。在庫量が多くなるが、補充にかかる作

業量は少なくて済む。またケースを用意する必要が出てくるが、欠品は起こし

にくくなる。 

 

７．経理 

 各支払時に必要な書類と、処理の終了した書類は同種類のものを同一ファイ

ルにまとめ、保管する。毎日３回（始業前、昼、終業時）に現金を確認し、記

録する。書面上の数値と実際の金額に差異がないかの確認を実施する。 

 

７－１．即時取引 

経理処理のうち、即時取引が実施されるもの。現金取引もしくは、金融機関

を介しての取引が行われる。 

 

７－１－１．物品購入と経理 

１．納入業者と価格の折衝 ：見積書 

２．契約、発注 ：契約書 

３．納品 ：納品書 

４．請求 ：請求書 

５．支払い ：領収書 

 

７－１－２．処方箋受付と経理 

１．処方箋の受付 

２．点数計算 

３．服薬指導 

４．請求 

５．支払い 
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７－２．その他 

薬局での経理処理では、即時処理が主である。しかしながら個別に売掛金や

買掛金としての処置が必要になる場合が存在する。下記に記載した場合、それ

ぞれに対応する必要があり、経理処理にも書面との時間差が発生する。各経理

処理の一元管理は必須であり、それぞれに未処理/処理済として管理する。 

 

７－２－１．売掛 

１．患者事情 

２．（従業員、患者による）ミス、変更、修正 

３．その他個別事情 

 

７－２－２．買掛 

１．金融機関を介した処理が発生する業者 

２．価格交渉の可能な製品を取り扱う業者 

３．薬局事情（営業時間、担当者不在など） 

４．その他個別事情 

 

８．労務管理 

 各有資格者を、業務遂行に対する必要人員数について確保する。業務に従事

する各員は、就業規則に則って就業する。 

就業規則の法定作成義務は職員 10名以上となっているが、開業時に就業規則

を作成しておくことが望ましい。また、各事業所の規模拡大や縮小に応じて、

就業規則は追記や変更をする事が望ましい。 

 

８－１．就業規則 
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会社名：   会社名〇〇/保険薬局名○○     

 

就業規則 

 

第 1章 総  則 

第 1条（目的） 

 この就業規則（以下「規則」という。）は、従業員の労働条件、服務規律そ

の他の就業に関する事項を定めるものである。 会社及び従業員は、ともにこ

の規則を守り、たがいに協力して業務の運営に当たらなければならない。 

 

第 2条（遵守事項） 

  従業員は、次の事項を守らなければならない。 

1． 勤務中はあいさつを忘れず、職務に専念し、みだりに勤務場所を離

れないこと 

2． 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと 

3． 職務に関連して自己の利益を図り、または、他より不当に金品を借

用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと 

4． 正当な理由なく、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと 

5． 正当な理由なく、会社、取引先等の機密を漏らさないこと 

6． 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと 

7． その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為

をしないこと 

 

第 2章 採用、異動等 

第 3条（採用） 

  会社は就職を希望する者の中より、面接試験に合格し、提出書類など、所

定の手続きを経た者を従業員として採用する。正社員、臨時従業員、アルバイ

トなどを雇用する場合は従業員名簿を作成し会社の事務所、営業所に常備する

必要がある。 

 

提出必要書類 

1. 履歴書（3か月以内の写真添付） 

2. 源泉徴収票（前職のある者のみ） 

3. 扶養控除等申告書 

4. 年金手帳、雇用保険被保険者証（所持者のみ） 

5. マイカー通勤許可申請書（該当者のみ、運転免許証及び加入任意保険証

書の写しを添付） 

6. 銀行口座振込依頼書 

7. 誓約書 

8. 秘密保持に関する誓約書 

9. 資格証明書の写し（有資格者のみ） 
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10.その他会社の必要と認めたもの 

 

第 4条（労働条件の明示） 

  会社は、従業員を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業

務、労働時間、その他の労働条件を記した書面、「労働条件通知書」及びこの

規則を交付して労働条件を明示するものとする。 

 

第 5条（人事異動） 

  会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業

務の変更を命ずることがある。 

 

第 3章 服務規律 

第 6条（服務） 

  従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社

の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。 

 

第 7条（出退勤） 

  従業員は、始業及び終業時にタイムカードに記入し、始業、終業時刻を記

録しなければならない。 

 

第 4章 労働時間 

第 8条（労働時間及び休憩時間） 

1． 労働時間は原則、1 週間について 40 時間、1 日について 8 時間以内と

する。 

2． 始業・終業の時刻及び休憩時間は、会社の指示するものとする。ただ

し、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、

または、繰り下げることがある。 

 

第 5章 安全衛生 

第 9条（遵守義務） 

1． 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形

成のため必要な措置を講ずる。 

2． 従業員は、安全衝生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協

力して労働災害の防止に努めなければならない。問題が生じた場合

は本社に報告を行わなくてはならない。 

 

第 6章 賃  金 

第 10条（給与、賞与） 

 正社員及び臨時従業員、アルバイトの給与及び賞与のそれぞれを、本人の年

齢、技能、経験、学歴、勤務条件などを考慮し、個別に決定する。 

 

第 11条（給与及び賞与の支払い） 
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 給与及び賞与の支払いは、本人の同意を得て、指定する金融機関の口座へ振

り込むものとする。 

 

この規則は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。 

 

以上 

  



 

57 

９．危機管理 

９－１．事前に出来る事 

災害が起きる事を想定し、災害時に必要となると考えられるものを常備して

おく必要がある。 

・ 災害時の連絡先一覧（携帯電話番号、メールアドレス、緊急連絡先な

ど）を作成し、従事者に周知する。 

・ 災害発生時の連絡方法、集合場所、休日/時間外における対応、その際

の担当者や参集者をあらかじめ決めておく 

・ 災害発生時、薬剤師としての出勤に備え、災害時の出動許可をあらか

じめ薬局開設者から得ておく。 

 

・ライフラインの確保 

１．通信手段 

 複数の通信手段を確保しておく。 

 ：固定電話、FAX、インターネット、携帯電話など 

２．電気 

 停電用の非常用電源を確保しておく。 

 ：非常用自家発電装置、蓄電池、各種乾電池など 

３．水 

 非常用に飲料水を確保しておく。 

４．交通手段 

 非常時の安全確保方法を確認しておく。避難する為の交通手段を確認、確保

しておく 

 ：非常階段、近隣の避難場所、避難ルート、避難方法（徒歩、自転車、バイ

ク、自動車など） 

５．防災用品の確保 

 防災用品を常備しておく 

 

９－２．基本対応 

・安否確認と避難誘導 

９－２－１．即時対応 

・店舗内にいる人の安否確認、避難誘導を実施 

・在宅、透析、在宅酸素など特別な治療を受けている患者の安否確

認、避難支援を実施 

 

９－２－２．２次対応 

・従事者の安否確認 

・従事者の帰宅や翌日の手巾の可否の判断を実施 

・緊急参集が必要かどうか、可能かどうかの判断と連絡を実施 

 

９－２－３．店舗状況の確認 

・ライフラインの確認（電気、水道、通信）と構造設備の確認 
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・燃料（ガス、燃料など）の確認 

・医薬品の状況（使用可能な医薬品）の確認 

・調剤機器、器具、その他消耗品の確認 

・近隣薬局の業務継続/中止/再開状況を確認 

 

９－２－４．業務継続の判断など 

・業務が可能であるのか、従事者や店舗の状況を総合的に判断する 

・業務の継続が困難な場合は、その旨と再開予定などの状況を随時患

者に広く広報する 

・近隣医療機関や、他施設、薬剤師会などの支援が可能であれば実施

する 

・地域の医療状況について情報を共有する 

 

９－２－５．他機関への連絡 

薬局の状況は、薬剤師会を通じて地域の保健所等、自治体に報告す

る。地域の薬剤師会が機能しない場合は都道府県薬剤師会を経由して

その他自治体に報告する。 

 

１０．資料保存 

 法的に必要とされている書類について、規定された期間中、現物を保存する

必要がある。法的に必要と指定されていない書類については、現物である必要

がないが、データ化するなどして保存、保管する事が望ましい。 

 

法的な資料保存の規定 

記録の種類 保存期間 規定法律、種類 

処方箋 調剤が完了した日から 3年 

（自立支援医療制度に関わる場合

は 5年） 

薬剤師法第 27条、保険薬

剤師療養担当規則第 6条） 

調剤録 最終記入日から 3年 薬剤師法第 28条、保険薬

剤師療養担当規則第 6条 

薬歴 最終記入日から 3年 厚生労働省通知 

 

１１．その他 

 今後、様々な環境の変化が予想される。環境変化や、制度変更に対応するべ

く、各種の取り組みは随時実施する事が望ましい。新しい取り組みを実施する

際は、各部分のオペレーション効率の変更なども勘案するべきである。また実

務に従事する従業員の合意の下で、実施すべきである。 

 

・在宅業務を積極的に実施する 

・テクノロジーの変化は随時取り入れる（タブレット端末の活用など） 

 

以上 
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